
 

 

 

令和 4年 4月より、公益社団法人高知県森と緑の会への「緑の募金」寄附金の振り込みに使用す

る振込用紙（払込取扱票）が ①「ゆうちょ銀行」専用の青色の振込用紙 と ②「四国銀行・高知

銀行・ＪＡバンク」の 3つの銀行専用の赤色の振込用紙の 2種類になりました。 

 

① ゆうちょ銀行で振り込みたい → 青色の振込用紙をご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 四国銀行、高知銀行、ＪＡバンクで振り込みたい 

→ 赤色の振込用紙をご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑の募金

 ゆうちょ銀行より地球環境の保全を目的とした寄

附金として、振込手数料等の免除が承認されました。

ゆうちょ銀行・郵便局窓口にて、この振込用紙を使用

してお振り込みいただくと、振込手数料や加算手数

料（110円）、大量硬貨取扱手数料がかかりません。 

※ＡＴＭやゆうちょダイレクトをご利用の場合は手

数料がかかります。 

 ゆうちょ銀行以外の上記いずれかの銀行本支店窓口でお振り込みする場合は、赤色の振込用

紙をご使用ください。振込手数料は当会（受取人）負担になりますので、窓口にて振込手数料

がかかることはありません。3か所に金額やお名前等の必要事項を記入してご使用ください。 

 窓口にて万が一手数料の免除が確認できない場合は、当会ホームページよりＰＤＦ「払込料

金免除の取扱いに関する申し込みの審査結果について」をダウンロードしてご提示いただくか、

当会事務局までご連絡いただき、当会事務局より窓口担当者にご説明いたします。 

お問い合わせ・ご質問などは 公益社団法人高知県森と緑の会事務局 まで 

ＴＥＬ０８８－８５５－３９０５  ＵＲＬ：www.moritomidori.com  

振込用紙が必要な場合は事務局までご連絡ください。 



緑の募金の種類・領収書等について（振込用紙の記入方法） 

 

① ご寄付額、ご住所、お名前（フリガナ）、電話番号をご記入ください。 

ゆうちょ専用の青色の振込用紙は 2か所に、四国銀行・高知銀行・JAバンクの赤色の振込

用紙は 3か所にそれぞれ必要な内容をご記入ください。※下記、例：記入箇所の太枠線内を参照 

 

② 緑の募金の種類について 

皆様からいただいた緑の募金を 3つに種別しています。振込用紙通信欄・備考欄の該当す

る募金の□にレ印をご記入ください。 

   ・企業募金・・・・会社や団体からの募金 

   ・職場募金・・・・職場内で集めていただいた募金 

   ・その他募金・・・個人からの募金や募金箱で集めていただいた募金 

 

③ 領収書の発行について 

当会は、平成２１年７月３１日から公益社団法人に移行し、特定公益増進法人となりまし

た。当会への寄附金は、寄附金優遇措置の対象となります。会社などの法人が特定公益増進

法人に対して支出した寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損

金算入限度額が設けられています。また、個人につきましても寄附金控除として所得から控

除されることとなります。 

寄附金優遇措置の適用をご希望される場合、当会の発行する領収書が必要となりますので、

必要な方は、振込用紙通信欄・備考欄の「□領収書要」にレ印をご記入ください。後日、領

収書を送付いたします。 

 

④ ホームページでの公表について 

緑の募金にご協力いただいた皆さま（企業・団

体・個人等）を、県民の皆さまに広くご紹介する

ため、当会ホームページ等でお名前のみを公表し

ております。非公表を希望される場合は、振込用

紙通信欄・備考欄の「□公表不可」にレ印をご記

入ください。 

 

  ↓ 例：記入箇所 → 

       太枠線内に日付、金額、お名前、電話番号等を記入 
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